
          
 

  

 特殊詐欺等被害者無料電話相談 
～特殊詐欺の被害に遭われた方からの法律相談を受け付けます～ 

 

 

令和７年の全国におけるオレオレ詐欺や架空請求詐欺などのいわゆる特殊詐欺の認知件

数は、全国で２４，９１２件、被害額は１２１３．３億円とされており（警察庁発表１１月

末暫定値）、令和３年から認知件数、被害額ともに増加傾向にあります。 

また、令和７年の宮城県内における特殊詐欺の認知件数は、４０４件、被害額は２２．９

億円となっております（宮城県警察発表暫定値）。宮城県においても、全国と同様に増加傾

向にあり、その被害は深刻です。 

警察や金融機関などによる諸対策にもかかわらず、今なお被害が発生している状況です。 

このような特殊詐欺に対しては未然の防止が第一であることはいうまでもありませんが、

仮に被害に遭ってしまった場合、そのような被害者のための相談窓口が必要であると考えら

れます。 

そこで、当弁護士会においては、特殊詐欺の被害に遭った方からの相談を広くお受けする

ため、無料電話相談（初回限定）を実施致します。 

相談者の方が受付電話の「０２２－３０２－６０２５」に電話をすると、仙台弁護士会の

特殊詐欺等相談窓口につながりますので（このとき、弁護士ではなく、仙台弁護士会事務局

の職員が電話に出ます）、特殊詐欺等被害に関する電話無料法律相談を希望されることをお

話しください。 

原則としてその日のうちに、弁護士が、相談者の方にお電話致しますので、犯罪被害への

対応など分からないことについてお気軽にご相談ください。 

※相談対象には、いわゆる SNS型投資詐欺やロマンス詐欺を含みます。 

 

 

（ご注意！）弁護士や弁護士会を名乗った詐欺にはくれぐれもご注意ください。 

受付時間 

午前９時３０分～午後４時００分 

（月曜日から金曜日） 

ただし、祝日・祭日はお休みです。 

（仙台弁護士会公式キャラクター すずまる＆ずんちゃん） 

電話番号 022-302-6025 


